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※1　療養費支給申請書　　　当組合書式(申請者が記入)と、　　　施術所書式(施術者が記入)の　　　2枚の申請書の提出が必要です。※2　施術報告書(写)　　　医師の再同意を受ける際に、　　　施術者が発行し、施術報告書　　　交付料が徴収される月は、　　　写しの提出が必要です。


